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午前 10時 00分開会 

○議長 内海 猛年君 

おはようございます。ただいま出席議員は１２名で、会議は成立いたします。よって、ただい

まから令和５年第２回芦屋町議会定例会を開会いたします。 

それでは、御手元に配付しております議事日程に従って、会議を進めてまいります。 

────────────・────・──────────── 

日程第１．会期の決定について 

○議長 内海 猛年君 

まず日程第１、会期の決定を議題といたします。 

お諮りします。本定例会の会期は６月８日から６月１９日までの１２日間にしたいと思います

が、御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長 内海 猛年君 

御異議なしと認め、さよう決定いたしました。 

────────────・────・──────────── 

日程第２．会議録署名議員の指名について 

○議長 内海 猛年君 

次に日程第２、会議録署名議員の指名を行います。 

署名議員については、芦屋町議会会議規則第１２７条の規定により、３番、香田議員と９番、

妹川議員を指名しますので、よろしくお願いいたします。 

────────────・────・──────────── 

日程第３．行政報告について 

○議長 内海 猛年君 

次に日程第３、行政報告を行います。 

町長から行政報告の申出がありましたので、書面により報告いたします。 

次に日程第４、同意第３号から日程第２４、報告第５号までの各議案については、この際一括

議題として上程し、町長に提案理由の説明を求めたいと思いますが、御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長 内海 猛年君 

御異議なしと認め、さよう決定いたしました。 

町長に提案理由の説明を求めます。町長。 

○町長 波多野 茂丸君 
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皆さん、おはようございます。 

本日から諸議案の審議をお願いするわけでございますが、各議案の提案理由の御説明をする前

に施政の方針を述べさせていただき、議員各位の御理解、御協力を賜りたいと存じます。 

私は先の選挙におきまして、５期目となる町政運営を担わせていただくことになりました。私

に課せられた責任の重大さを痛感しつつ、住民の皆さんの負託に応えるべく、「協働と共創のまち

づくり」に邁進していく決意を新たにしているところでございます。 

私は平成１９年５月に町長に就任して以来、芦屋町を再生する想いを込め、４期１６年間、い

くつもの将来ビジョンを掲げ、全力で取り組んでまいりました。この１６年の間で行財政改革や

ボートレース事業の改革に取り組んだ結果、財政の健全化をなし、住民福祉や教育、子育て支援、

安全安心対策、産業の育成、環境の保全、文化の振興、そして地方創生などの各種施策を進める

ことができたと考えております。特に４期目は、コロナ禍や物価の高騰に対応するため様々な芦

屋町独自支援策を実施してきました。町政運営につきましては、常に一歩先を見据え、スピード

感を持ち、現場主義を貫き、住民の皆さんと同じ目線で誠心誠意取り組んできたところでござい

ます。今後も初心を忘れることなく、公正公平に町政運営に当たってまいりたいと考えておりま

す。また、５期目となる町長選への立候補に当たり、芦屋まちづくり戦略として１０項目をマニ

フェストとして掲げさせていただきました。 

１点目は、福祉・健康・医療などの暮らし満足度向上を推進するための「暮らし満足度アップ

戦略」、２点目は、子ども・子育ての充実を推進するための「子ども・子育て支援アップ戦略」、

３点目は、町の学校教育・社会教育力の充実を推進するための「教育力アップ戦略」、４点目は、

皆さんが主役のまちづくりを推進するための「みんなで創るまちづくり戦略」、５点目は、元気な

産業を推進するための「産業の活性化戦略」、６点目は、皆さんの安全安心の充実を推進するため

の「安全安心の推進戦略」、７点目は、快適な環境づくりを推進するための「次世代につなげる環

境戦略」、８点目は、芦屋町への集客や財政に寄与できるよう推進するための「ボートレース芦屋

の魅力推進戦略」、９点目は、オンリーワンのまちづくりを推進するための「芦屋釜の振興・芦屋

港の活性化などの推進戦略」、最後に１０点目が、元気な芦屋まちづくりを推進するための「総合

振興計画で活力アップ戦略」でございます。 

これらにつきましては選挙を通じて住民の皆さんと交わした約束でございますので、行政内部

で十分協議を行った上で、町の実施計画に位置づけて推進してまいりたいと考えております。ま

た、これを実現することで、現在、そして２０年、３０年先を描き、種をまくために協働と共創

のまちづくりを進めていきます。住民の皆さんと一緒に汗をかき、住民の皆さんの知恵や思いを

形にする、そんな「人財」あふれるまちづくりに全力で取り組んでまいる所存でございます。 

それでは令和５年度の主要な施策の概要について、人を育み未来につなぐあしやまちを将来像
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に掲げた第６次芦屋町総合振興計画の構成に基づいて、御説明申し上げます。なお、新型コロナ

ウイルスの感染状況は収束しつつありますが、やむを得ず事業の延期や中止をさせていただくこ

ともありますので、御了承いただきたいと存じます。 

第１は、住民とともに進めるまちづくりでございます。 

少子高齢化の進行などに伴い、様々な分野において担い手不足が進んでいるため、まちづくり

の様々な分野において意欲を持って活動する人材や担い手を継続的に確保する必要があります。

このため関係団体や関係機関などとの連携、相談や学習機会の提供など、まちづくりの礎となる

人財の育成・発掘に努めてまいります。また、住み続けたい町、暮らしやすい地域づくりのため

には、住民同士のコミュニケーションの場となる自治区活動が重要です。このため、自治区活性

化事業交付金による財政的な支援、自治区担当職員制度による人的な支援を継続いたします。併

せて、行政と住民による協働のまちづくりを推進するためには情報共有が不可欠です。広報あし

ややホームページだけでなく、ＳＮＳやＫＢＣｄボタン広報誌といった情報媒体、そして各家庭

に設置している戸別受信機などを活用し、必要な情報を効果的な媒体を活用して住民の皆さんに

届けてまいります。また、芦屋町公式ＬＩＮＥは情報のカテゴリー分けを行い、欲しい情報を欲

しい人に届ける仕組みに変更いたします。 

第２は、安全で安心して暮らせるまちでございます。 

防災対策につきましては近年多発する自然災害の教訓などを踏まえ、定期的に防災訓練を実施

するとともに、災害発生時などには戸別受信機により住民の皆さんへ迅速かつ正確な情報を伝達

してまいります。また、空き家などの適正管理や除却を進めるため、老朽化した家屋の解体や撤

去に対する補助を引き続き行います。併せて、災害などで商用電源が断たれた場合も、防災拠点

である役場庁舎や指定避難所である中央公民館、総合体育館において一定程度の機能が図られる

よう非常用電源や燃料タンクなどの備蓄熱源を拡充整備するための実施設計を行います。防犯対

策につきましては、自治防犯組合などとの連携による地域ぐるみの防犯活動を行うとともに、芦

屋町防犯カメラ設置補助金などにより町内の街頭犯罪の未然防止、事件・事故の早期解決を図っ

てまいります。交通安全につきましては、交通安全運動や広報活動などによる啓発を行うととも

に、高齢者運転免許証返納者支援事業などにより交通事故の防止を図る取り組みを推進してまい

ります。 

第３は、子どもがのびのびと育つまちでございます。 

子ども・子育て支援につきましては、所得の制限なく１８歳までの入院・通院費を引き続き無

料とします。併せて、出産祝金などで、子供を産むことに対して支援するとともに、芦屋町小中

学校・高校生等通学費補助金や新婚・子育て世帯民間賃貸住宅家賃補助金などにより、子育て世

帯の経済的な負担の軽減を図ってまいります。保育所・幼稚園の施設整備につきましては、良好
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な保育及び教育環境を提供していくため、愛生幼稚園の空調整備改修工事や芦屋中央幼稚園の屋

上防水及び外部塗装工事に対して補助します。学校教育につきましては、第２次芦屋町教育大綱

に基づき、芦屋の子どもは芦屋で育てるを基本理念に、学力・体力の向上、豊かな心の育成、特

別支援教育などを推進してまいります。学力向上の取組については、中学校３年生を対象とした

放課後特別授業イブニングスタディや英語検定料補助金などの取組を継続するとともに、電子黒

板やタブレット端末などを活用したＩＣＴ教育を推進するため、引き続き各小中学校にＩＣＴ支

援員を配置します。また、保護者の経済的負担を軽減するため、令和８年度まで、町内小中学校

の給食費を半額にいたします。学校の施設整備につきましては、芦屋東小学校の建具や防水の改

修工事に着手し、令和７年度までの３年間で整備を行っていきます。また、小中学校の体育館照

明のＬＥＤ化を順次進め、今年度は芦屋小学校と芦屋中学校の整備を行います。併せて第２次芦

屋町教育大綱の実施期間が令和５年度で満了するため、次期大綱の策定に取り組んでまいります。 

第４は、いきいきと暮らせる笑顔のまちでございます。 

地域福祉につきましては、民生・児童委員や各区の区長、社会福祉協議会をはじめとした関係

団体や関係機関とともに、住民同士がつながり、互いに助け合い、支え合う地域づくりを進めて

まいります。高齢者福祉につきましては、介護及び認知症予防として自治区公民館体操や地域交

流サロン事業を進めるとともに、老朽化している老人憩の家の在り方について検討します。障害

者福祉につきましては、自立した日常生活を支援するサービスを提供するとともに、共生社会の

実現のための啓発や合理的配慮を推進してまいります。健康づくりにつきましては、特定健診、

がん検診の受診率向上のための取組をはじめ、戸別訪問、健康教室、保健指導などにより、健康

づくりに対する意識を高めてまいります。また、第２次芦屋町地域福祉計画、第８期芦屋町高齢

者福祉計画、第３期芦屋町障害者計画及び芦屋町第３期特定健診実施計画・第２期データヘルス

計画の計画期間が令和５年度で満了するため、次期計画の策定に取り組んでまいります。 

第５は、活力ある産業を育むまちでございます。 

農業の振興につきましては、担い手への農地の集約化を推進し、地域農業経営の安定化を図り

ます。また、農業水利施設の保全のため、農業用水門の整備工事を実施します。漁業の振興につ

きましては、優良な漁場再生のためのクロウニ駆除や漂着物の処理に対する支援を行います。ま

た、漁港の機能を保全するために必要な日常管理や保全・更新工事を盛り込んだ漁港機能保全計

画の更新を行い、適正管理に努めてまいります。商工業の振興につきましては、物価の高騰など

社会情勢の変化を踏まえ、住民の生活を支援するため、商工会が発行するにこにこ商品券のプレ

ミアム率の拡充に対し引き続き支援を行うとともに、創業促進支援事業補助金や空き店舗等活用

事業補助金を活用した空き店舗対策などに取り組んでまいります。また、令和５年度から特産品

開発支援事業補助金により、地域資源を活用した特産品の開発に対して補助を行います。併せて、
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芦屋さわらの普及への取り組みや芦屋町ブランド認定制度の活用により、芦屋産品の消費拡大を

図ってまいります。観光振興につきましては、第２期芦屋町観光基本構想の基本理念である「人

から人に、あしやを伝える。」の実現に向けて取組を進めてまいります。また、観光あしや協議会

による観光事業の推進を図るとともに、あしや花火大会、あしや砂像展の開催などに取り組んで

まいります。観光の施設整備につきましては、魚見公園の整備に向けた実施設計やレジャープー

ルアクアシアンの改修工事、海浜公園第三駐車場のトイレ改修工事、国民宿舎マリンテラスあし

やの屋上防水工事に向けた実施設計などを行います。芦屋港の活性化につきましては、芦屋港の

管理者である福岡県と連携しながら事業を推進してまいります。福岡県では、ボートパーク整備

や海釣施設整備が進められています。芦屋町では、隣接する芦屋海浜公園を含んだ芦屋港周辺の

一体的なエリアマネジメントを担う観光ＤＭＯの設立に向け準備を進めてまいります。 

第６は、環境にやさしく、快適なまちでございます。 

芦屋町の美しい海岸や洞山をはじめとした景勝地など、豊かな自然環境を住民共有の財産とし

て引き継いでいくため、芦屋町環境基本計画に基づき、環境行政を総合的かつ計画的に進めてま

いります。併せて、芦屋町環境基本計画の計画期間が令和５年度で満了するため、次期計画の策

定に取り組んでまいります。公園につきましては、各地区にある街区公園の遊具の点検結果を踏

まえ遊具の適切な管理を行うとともに、保安林などの緑地の保全や育成に取り組んでまいります。

町営住宅につきましては、適切に維持管理をしながら長期にわたり活用していくことが重要であ

ることから、芦屋町町営住宅長寿命化計画に基づき、緑ヶ丘団地９棟のエレベーター設置工事や

緑ヶ丘団地８棟の外部改修及びエレベーター設置工事に向けた実施設計を行います。併せて、町

営住宅の管理戸数縮減に向け取り組んでまいります。道路につきましては、個別施設計画に基づ

き、町内３か所の道路整備工事などを実施します。公共交通につきましては、芦屋町地域公共交

通計画に基づきバス路線や便数の維持確保に努めてまいります。またタウンバスにつきましては、

老朽化した車両を新しく購入するとともに、利用者の利便性の向上を図るためバスの現在地を把

握し最新の運行状況などを確認できるバスロケーションシステムを導入します。公共下水道につ

きましては、今後も効率的かつ安定的な下水道事業を進めるため、広域連携など下水道事業の持

続性を確保する方策を検討してまいります。 

第７は、心豊かな人が育つまちでございます。 

生涯学習につきましては、第２次芦屋町教育大綱に基づき、「だれもがいつでも主体的に学べる

まちづくり」、「人々が交流し支えあう、いきいきとしたまちづくり」のため、生涯学習講座あし

や塾への参加促進を図るとともに、中央公民館を中核施設として各種社会教育事業を進めてまい

ります。社会教育施設の整備につきましては、中央公民館の正面玄関スロープに屋根を設置する

工事を実施します。また、社会体育施設の整備につきましては、総合体育館の正面玄関のスロー
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プに屋根及び階段に手すりを置する工事の実施、テニスコートは駐車場整備工事に加え、コート

の人工芝化や照明設備のＬＥＤ化に向けた実施設計を行います。人権教育・啓発の推進につきま

しては、第２次芦屋町人権教育・啓発基本計画に基づき、芦屋町人権・同和教育研究協議会や関

係機関との連携により、人権まつりや人権講演会などを開催してまいります。歴史・文化につき

ましては、歴史民俗資料館や中央公民館内ギャラリーあしやでの特別展の開催などで芦屋町の豊

かな歴史資源や縁のある人々の足跡、多彩な芸術作品を知っていただくとともに、住民の皆さん

の歴史・文化活動を支援してまいります。芦屋釜の振興につきましては、国指定重要文化財「芦

屋霰地真形釜」が、令和６年度に故郷芦屋町に戻って来れるように収蔵展示施設の整備工事を引

き続き実施するとともに、オンリーワンである芦屋釜のさらなるＰＲを図ってまいります。また、

芦屋釜の復興を実現するため第２次芦屋釜の里振興計画に基づき新たな鋳物師の養成に取り組む

とともに、独立した鋳物師への支援による芦屋鋳物の産業化を目指してまいります。 

以上が、第６次芦屋町総合振興計画の全７章に係る令和５年度の主要な施策でございますが、

これら施策を実現するために必要な取組、「計画の実現に向けて」を、併せて御説明申し上げます。

行財政運営につきましては、町の歳入の根幹となる住民税や固定資産税をはじめ、住宅使用料や

保育料などの各種使用料の徴収率向上のため関係部署による徴収事務連絡調整会議を充実させ、

さらなる取組を進めてまいります。また、近年増加傾向にある、ふるさと納税受入額のさらなる

増加に向け、魅力ある返礼品の充実などに引き続き取り組んでまいります。 

自治体デジタルトランスフォーメーションにつきましては、自治体情報システムの標準化・共

通化に向け取り組んでまいります。 

モーターボート競走事業につきましては、令和５年度当初予算においても一般会計へ７億円の

繰出金を計上するなど、売上は好調を維持しております。なお令和５年度は、既に開催されまし

たＳＧボートレースオールスターをはじめＧⅠ周年記念競走、ＧⅠ九州地区選手権競走を開催い

たします。 

職員の資質向上につきましては、職員研修制度の一層の充実による職員個々のレベルアップの

ほか、目標管理制度の活用によるＰＤＣＡサイクルの確立などにより職員のスキルアップと業務

の改善に努め、活力ある組織づくりにつなげてまいります。広域連携につきましては、連携中枢

都市圏構想に基づく北九州市との連携協約の中で、下水道事業の広域化に向けた検討を進めるほ

か、都市圏１８市町による特産品のプロモーション事業などに引き続き取り組んでまいります。 

大学連携につきましては、包括的地域連携協定を締結している九州共立大学及び九州女子大学・

九州女子短期大学と各種連携事業を進め、お互いの持つ資源や知識、ノウハウなどを効果的に活

用できるよう取り組んでまいります。 

以上、令和５年度の施政方針を述べさせていただきました。 
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第６次芦屋町総合振興計画の将来像「人を育み未来につなぐあしやまち」の実現に向け、住民

の皆さんの声に耳を傾け、現場主義を徹底し、スピード感を持って取り組んでまいります。つき

ましては、議員各位をはじめ住民の皆さんの御理解と御協力を心からお願い申し上げます。 

 

それでは、本日提案いたしております議案につきまして、提案理由を御説明申し上げます。 

まずは人事議案でございます。 

同意第３号の芦屋町教育委員会委員の任命につきましては、現在の芦屋町教育委員会委員であ

ります吉﨑強志氏の任期が令和５年６月１１日をもって満了となりますので、新たに佐伯慎也氏

を任命いたしたく、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第２項の規定により、議会

の同意をお願いするものでございます。佐伯氏は保護者であるとともに人格、教育行政に関する

識見についても申し分なく適任でありますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

同意第４号の芦屋町固定資産評価審査委員会委員の選任同意につきましては、現在の芦屋町固

定資産評価審査委員会委員であります小田憲二氏の任期が令和５年６月２１日をもって満了とな

りますので、新たに縄田孝志氏を選任いたしたく、地方税法第４２３条第３項の規定に基づき、

議会の同意をお願いするものでございます。縄田氏は芦屋町職員として税務課長を務められ、固

定資産評価にも精通し、人格も温厚篤実で申し分なく、芦屋町固定資産評価審査委員会委員とし

て適任でありますので、どうぞよろしくお願いします。 

次に、同意第５号の人権擁護委員の候補者の推薦につきましては、現在の人権擁護委員であり

ます松田義春氏の任期が令和５年１２月３１日をもって満了となりますので、再度、同氏を推薦

いたしたく、人権擁護委員法第６条第３項の規定に基づき、議会の意見を求めるものでございま

す。松田氏は芦屋町職員として長年にわたり奉職され、人権問題にも精通し、人格、見識も申し

分なく人権擁護委員として適任でありますので、どうぞよろしくお願いします。 

次に、同意第６号から同意第１３号の芦屋町農業委員会委員の選任同意につきましては、芦屋

町農業委員会の現委員８名の任期が令和５年７月１９日をもって満了となりますので、農業委員

会等に関する法律第８条第１項の規定に基づき、議会の同意をお願いするものでございます。な

お、選考につきましては、地区の農業関係者からなる芦屋町農業委員会委員の候補者選考委員会

を設置しまして、推薦・公募による１０名の候補者から農地利用の最適化を強力に進めていく観

点で、農業に関する識見を有し、農業委員会の所掌に関する事項に関し適切に行うことができる

方、農業者以外の中立的な立場の者を入れる要件などを考慮して決定したものでございます。 

はじめに、同意第６号の芦屋町農業委員会委員の選任同意につきましては、現委員の任期満了

に伴い、安髙澄夫氏を農業委員会委員として選任いたしたく、農業委員会等に関する法律第８条

第１項の規定に基づき、議会の同意をお願いするものでございます。安髙氏は長年にわたり農業
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に従事され、国立大学法人福岡教育大学監事や芦屋台地土地改良区理事長を歴任され、過去にも

農業委員会委員として活躍されており、人格・見識も申し分なく農業委員会委員として適任であ

りますのでどうぞよろしくお願いします。 

次に、同意第７号の芦屋町農業委員会委員の選任同意につきましては、現委員の任期満了に伴

い、安髙寿倫氏を農業委員会委員として選任いたしたく、農業委員会等に関する法律第８条第１

項の規定に基づき、議会の同意をお願いするものでございます。安髙氏は長年にわたり農業に従

事され、北九州農業協同組合青年部遠賀中間支部支部長を務められるなど人格・見識も申し分な

く、農業委員会委員として適任でありますので、どうぞよろしくお願いします。 

次に、同意第８号の芦屋町農業委員会委員の選任同意につきましては、現在の農業委員会委員

であります入江一博氏の任期満了に伴い、再度、同氏を選任いたしたく、農業委員会等に関する

法律第８条第１項の規定に基づき、議会の同意をお願いするものでございます。入江氏は会社員

として勤務される傍ら北九州農業協同組合理事を務められ、現在、農業委員会委員としても活躍

されるなど、人格・見識も申し分なく農業委員会委員として適任でありますので、どうぞよろし

くお願いします。 

次に、同意第９号の芦屋町農業委員会委員の選任同意につきましては、現委員の任期満了に伴

い、木原教茂氏を農業委員会委員として選任いたしたく、農業委員会等に関する法律第８条第１

項の規定に基づき、議会の同意をお願いするものでございます。木原氏は長年にわたり農業に従

事され、人格・見識も申し分なく農業委員会委員として適任でありますので、どうぞよろしくお

願いします。 

次に、同意第１０号の芦屋町農業委員会委員の選任同意につきましては、現委員の任期満了に

伴い、重岡裕馬氏を農業委員会委員として選任いたしたく、農業委員会等に関する法律第８条第

１項の規定に基づき、議会の同意をお願いするものでございます。重岡氏は長年にわたり農業に

従事され、人格・見識も申し分なく農業委員会委員として適任でありますので、どうぞよろしく

お願いします。 

次に、同意第１１号の芦屋町農業委員会委員の選任同意につきましては、現委員の任期満了に

伴い、中野則幸氏を農業委員会委員として選任いたしたく、農業委員会等に関する法律第８条第

１項の規定に基づき議会の同意をお願いするものでございます。中野氏は長年にわたり農業に従

事され、人格・見識も申し分なく農業委員会委員として適任でありますので、どうぞよろしくお

願いします。 

次に、同意第１２号の芦屋町農業委員会委員の選任同意につきましては、現委員の任期満了に

伴い、本田勝人氏を農業委員会委員として選任いたしたく、農業委員会等に関する法律第８条第

１項の規定に基づき、議会の同意をお願いするものでございます。本田氏は長年にわたり農業に
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従事され、過去にも農業委員会委員として活躍されており、人格・見識も申し分なく農業委員会

委員として適任でありますので、どうぞよろしくお願いします。 

次に、同意第１３号の芦屋町農業委員会委員の選任同意につきましては、現在の農業委員会委

員であります萩原洋子氏の任期満了に伴い、再度、同氏を選任いたしたく、農業委員会等に関す

る法律第８条第１項の規定に基づき、議会の同意をお願いするものでございます。萩原氏は現在、

町議会議員、農業委員会委員としても活躍されるなど人格・見識も申し分なく農業委員会委員と

して適任でありますので、どうぞよろしくお願いします。 

次に条例議案でございます。 

議案第３４号の芦屋町政治倫理条例の一部を改正する条例の制定につきましては、地方自治法

及び地方自治法施行令の改正に伴い、地方公共団体の議会の議員個人による当該地方公共団体に

対する請負について、各会計年度において支払を受ける請負の対価の総額の上限額が３００万円

とされました。そのため、町議会議員の配偶者等の請負等に関して、言及している箇所について、

制約を緩和するなど、所要の改正を行うため、条例の一部を改正するものでございます。 

議案第３５号の芦屋町学童クラブ設置条例の一部を改正する条例の制定につきましては、山鹿

小学校学童クラブの入会者数の増加により山鹿公民館の会議室を保育室として利用することに伴

い、山鹿小学校学童クラブの定員数を改正するほか入会の要件等に関する規定の整備等を行うた

め、条例の一部を改正するものでございます。 

議案第３６号の芦屋町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一

部を改正する条例の制定につきましては、学童クラブの設備及び運営に関する基準のうち、職員

に関する基準及び専用区画の面積及び一の支援の単位を構成する児童の数に関する基準について、

各学童クラブにおける職員配置及び入会児童数に関して柔軟に対応できるよう、当分の間、当該

基準を適用しないこととする経過措置を規定するため、条例の一部を改正するものでございます。 

議案第３７号の芦屋町公民館設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定につきましては、

文部科学省からの通知に基づき、障害を理由として、障害者でない人と不当な差別的扱いをする

ことにより障害者の権利利益を侵害することにつながる規定を削除するため、条例の一部を改正

するものでございます。 

次に補正予算議案でございます。 

議案第３８号の令和５年度芦屋町一般会計補正予算（第２号）につきましては、歳入歳出それ

ぞれ１億２，２００万円の増額補正を行うものでございます。歳入につきましては、新型コロナ

ウイルスワクチン接種事業に係る国庫補助金を計上したほか、山鹿小学校学童クラブ改修事業に

充当する過疎対策事業債を計上するとともに財政調整基金繰入金を減額計上するものでございま

す。歳出につきましては、国の交付金を活用した地域脱炭素移行・再エネ推進補助金を計上した
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ほか、マイナンバーカードを利用した各種証明書自動交付機の導入に係る費用及び遠賀郡広域電

子図書館運営に係る負担金等を計上するものでございます。 

次に契約議案でございます。 

議案第３９号の芦屋釜の里収蔵展示施設改修工事（展示ケース新設）請負契約の締結につきま

しては、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定に基づく

契約議案でございまして、芦屋釜の里収蔵展示施設改修工事（展示ケース新設）について請負契

約を締結するものでございます。 

議案第４０号のタウンバス車両購入契約の締結につきましては、議会の議決に付すべき契約及

び財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定に基づく契約議案でございまして、タウンバス

の車両について、購入契約を締結するものでございます。 

最後に報告案件でございます。 

報告第３号の令和４年度芦屋町一般会計繰越明許費繰越計算書の報告につきましては、芦屋釜

の里収蔵展示施設改修事業、下水道会計補助事業ほか６事業費を翌年度に繰り越したので、地方

自治法施行令第１４６条第２項の規定に基づき繰越計算書を調製し、議会に報告するものでござ

います。 

報告第４号の令和４年度芦屋町公共下水道事業会計予算繰越計算書の報告につきましては、大

君第二雨水幹線改修工事、浄化センター水処理設備建設工事委託、中ノ浜ポンプ場水処理設備等

建設工事委託、浄化センター管理棟改築工事委託の各事業費を翌年度に繰り越したので、地方公

営企業法第２６条第３項の規定に基づき繰越計算書を調製し、議会に報告するものでございます。 

報告第５号の令和４年度芦屋町モーターボート競走事業会計予算繰越計算書の報告につきまし

ては、艇庫改修工事、艇庫改修工事監理委託の各事業費を翌年度に繰り越したので、地方公営企

業法第２６条第３項の規定に基づき繰越計算書を調製し、議会に報告するものでございます。 

以上、簡単ではありますが提案理由の説明を終わります。 

なお、詳細につきましては質疑の折に御説明いたしますので、よろしく御審議くださいますよ

うお願い申し上げます。以上でございます。 

○議長 内海 猛年君 

以上で、提案理由の説明は終わりました。 

お諮りします。日程第４、同意第３号から、日程第１４、同意第１３号については人事案件で

ございますので、この際、質疑、委員会付託、討論を省略し、直ちに採決を行いたいと思います

が、御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長 内海 猛年君 
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御異議なしと認め、さよう決定いたしました。 

お諮りします。まず日程第４、同意第３号について、同意することに賛成の方の挙手をお願い

いたします。 

〔挙 手〕 

○議長 内海 猛年君 

満場一致でございます。よって、同意第３号は同意することに決定いたしました。 

次に日程第５、同意第４号について、同意することに賛成の方の挙手をお願いいたします。 

〔挙 手〕 

○議長 内海 猛年君 

満場一致であります。よって、同意第４号は同意することに決定いたしました。 

次に日程第６、同意第５号について、同意することに賛成の方の挙手をお願いいたします。 

〔挙 手〕 

○議長 内海 猛年君 

満場一致であります。よって、同意第５号は同意することに決定いたしました。 

次に日程第７、同意第６号について、同意することに賛成の方の挙手をお願いいたします。 

〔挙 手〕 

○議長 内海 猛年君 

満場一致であります。よって、同意第６号は同意することに決定いたしました。 

次に日程第８、同意第７号について、同意することに賛成の方の挙手をお願いいたします。 

〔挙 手〕 

○議長 内海 猛年君 

満場一致であります。よって、同意第７号は同意することに決定いたしました。 

次に日程第９、同意第８号について、同意することに賛成の方の挙手をお願いいたします。 

〔挙 手〕 

○議長 内海 猛年君 

満場一致であります。よって、同意第８号は同意することに決定いたしました。 

次に日程第１０、同意第９号について、同意することに賛成の方の挙手をお願いいたします。 

〔挙 手〕 

○議長 内海 猛年君 

満場一致であります。よって、同意第９号は同意することに決定いたしました。 

次に日程第１１、同意第１０号について、同意することに賛成の方の挙手をお願いいたします。 

〔挙 手〕 
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○議長 内海 猛年君 

満場一致であります。よって、同意第１０号は同意することに決定いたしました。 

次に日程第１２、同意第１１号について、同意することに賛成の方の挙手をお願いいたします。 

〔挙 手〕 

○議長 内海 猛年君 

満場一致であります。よって、同意第１１号は同意することに決定いたしました。 

次に日程第１３、同意第１２号について、同意することに賛成の方の挙手をお願いいたします。 

〔挙 手〕 

○議長 内海 猛年君 

満場一致であります。よって、同意第１２号は同意することに決定いたしました。 

次に日程第１４、同意第１３号についてですが、地方自治法第１１７条の規定によって萩原議

員は除斥となりますので、退場を求めます。 

〔５番 萩原 洋子君 退場〕 

○議長 内海 猛年君 

お諮りします。日程第１４、同意第１３号について、同意することに賛成の方の挙手をお願い

いたします。 

〔挙 手〕 

○議長 内海 猛年君 

賛成多数であります。よって、同意第１３号は同意することに決定いたしました。 

ここで、萩原議員の入場を求めます。 

〔５番 萩原 洋子君 入場〕 

○議長 内海 猛年君 

ただいまから質疑を行います。 

まず日程第１５、議案第３４号についての質疑を許します。川上議員。 

○議員 １１番 川上 誠一君 

日程第１５、議案第３４号、芦屋町政治倫理条例の一部を改正する条例の制定について伺いま

す。 

まず、この議案は芦屋町政治倫理条例を改正し、今まで議員は町の請負ができなかったものを、

議員についても年間３００万円以内であれば請負ができるようになり、配偶者についても緩和す

るという条例です。なぜ、この６月議会に執行部がこの条例の改正を急速に出されたのか、その

点について、まず伺います。 

○議長 内海 猛年君 
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執行部の答弁を求めます。総務課長。 

○総務課長 松尾 徳昭君 

地方自治法第９２条の２が令和４年１２月１６日に改正されたことに伴いまして、地方自治法

施行令が令和５年３月１日に改正されております。この関係で請負の対象が明確化され、各年度

において支払いを受ける請負の対価の総額が先ほど言われました３００万の上限という形で、地

方公共団体の議会の適正な運営の確保を図るための環境の観点からこういうふうな改正がされた

というところで、ここに基づいてこういう形で改正されておりますので、芦屋町におきましても

議会の議員様が請負契約できるという形の改正を行いたいというところで、今回提出をしたもの

でございます。 

以上です。 

○議長 内海 猛年君 

川上議員。 

○議員 １１番 川上 誠一君 

２回目の質問をします。 

芦屋町政治倫理条例は、過去に起こった贈収賄事件の教訓から、「住民から町政に対して疑惑の

念を持たれないようにしなければならない。」と、議会が平成５年に県内に先駆けて政治倫理条例

を制定しました。その後、政治倫理条例の物品納入に関する問題が出てきました。この問題によ

ってですね、議会として特別委員会を設置して、全国でも厳しい水準の政治倫理条例に発展させ

てきたものです。こういった歴史的経過の中でつくられたものを「地方自治法が変わったから。」

と議会に相談なく突然に一方的に出してくるのは、議会軽視というほかにはないと思います。こ

の点について伺います。 

政治倫理条例の制定をしてない自治体なら分かりますが、条例を制定している町であれば議会

で論議をして、議会が提案するものであるのではないかというふうに思います。政治倫理条例は、

「町政に対する町民の信頼に応えるとともに、町民が町政に対する正しい認識と自覚を持ち、も

って公正で開かれた民主的な町政の発展に寄与することを目的」としており、「議員は、町民の信

頼に値する倫理性を自覚し、町民に対し自らすすんでその高潔性を明らかにしなければならない。」

としています。その肝であり要であるものが、議員の請負の禁止であったはずです。この点につ

いて執行部に伺います。 

それと、この中では請負の上限金額を３００万としておりますが、そういった３００万にした

根拠はどこから出ているのか、分かればお答えをお願いいたします。 

○議長 内海 猛年君 

執行部の答弁を求めます。総務課長。 
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○総務課長 松尾 徳昭君 

今、川上議員が言われましたいろいろな事件が起こってこの政治倫理条例が制定されたという

ところで、その中で今回の「請負契約が３００万円の上限まではオーケーになるというところに

ついて、いかがなものか。」というふうに言われておりますけれど、この点につきましては地方自

治法の改正における国の審議過程において付託審議がなされて、政府は議員の職務執行の公正、

適正を損なうことにならないよう改正の趣旨の徹底と、併せて各地方公共団体において議会個人

による請負状況の透明性を確保するための対応について、必要に応じて適切な助言を行うことと

されました。 

さらに、総務大臣の通知では、「議会の運営の公正、事務執行の適正が損なわれることのないよ

う、例えば条例の制定を定めるところにより、地方公共団体に対し請負をするものである議員が

当該請負の対価として各会計年度に支払いを受けた金銭の総額や、請負の概要など一定の事項を

議長に報告し当該報告の内容を議長が公表するなどとする、各地方公共団体において議員個人に

おける請負の状況の透明性を確保するための取組を併せて行うことが適切である。」という形で

通知もされているところでございます。 

このため、議会において議員個人の請負の状況の透明性に関することは、議会において実情に

応じ御判断をしていただくほうがよいのではないかというふうに考えておりますし、この３００

万円の基準となるものにつきましては私どももちょっと、国の法律で決められたという形で、そ

れ以上になるとやはり請負が高くなるんではないかという形で、上限が決められたという形で法

整備が改正されたというふうに認識しております。 

以上でございます。 

○議長 内海 猛年君 

川上議員。 

○議員 １１番 川上 誠一君 

まず３００万円を上限にしたというのは今、課長が答弁されたように国会の審議を見ましても、

提案者からは、「数千万にすればちょっと多いので、取りあえず３００万円にしました。」という、

そういった答弁がされてました。だけ、基本的な根拠はない、取りあえず。そして、またこれを

上げるとすれば、今度５００万円にしたり８００万円にしたりとかそういったことも可能である

というようなね、道を残しているという、そういった答弁がされてました。それとやっぱり小規

模請負の一般論、全国的な観点から見れば、小規模請負の約８割が３００万円以下というふうに

なっています。 

それでは、これになると今、町に物品納入を３００万円以下で納入している人であれば議員に

立候補できるという、そういったことにもなっていくわけなんですよ。その請負額が３００万円
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以下か、以上であるかはどこがチェックするのか。先ほどは、議会のほうで今後考えるというよ

うなね、そんなことでしたが。その議会で考える人たちが、議員が、町に納入してる人がそのこ

とについて考える。３００万円以上か３００万円以下であるか、３００万円以上であったら、ま

た仮に１万円でもオーバーしたら地方自治法によれば失職するということになりますが、そうい

ったことを議会の中で判断するというようなことになっていくと思いますけど、こういったこと

がですね、実際にできるのかというふうに考えております。 

それと、そういった点ではですね、果たして今後議会の中で論議されると思いますが、そうい

ったことを議員が行うということが可能なのかどうか、その点についてはどうお考えでしょうか。 

○議長 内海 猛年君 

執行部の答弁を求めます。総務課長。 

○総務課長 松尾 徳昭君 

そういう条例等につきましても審議されるのは可能ではないかという形で、私のほうは議会事

務局のほうにも確認をしておりますし、そういう条例的なところの参考となるものも出てるとい

うふうに、お伺いしているところです。 

以上です。 

○議長 内海 猛年君 

その他ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長 内海 猛年君 

ないようですので、議案第３４号についての質疑を打ち切ります。 

次に日程第１６、議案第３５号についての質疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長 内海 猛年君 

ないようですから、議案第３５号についての質疑を打ち切ります。 

次に日程第１７、議案第３６号についての質疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長 内海 猛年君 

ないようですから、議案第３６号についての質疑を打ち切ります。 

次に日程第１８、議案第３７号についての質疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長 内海 猛年君 

ないようですから、議案第３７号についての質疑を打ち切ります。 
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次に日程第１９、議案第３８号についての質疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長 内海 猛年君 

ないようですから、議案第３８号についての質疑を打ち切ります。 

次に日程第２０、議案第３９号についての質疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長 内海 猛年君 

ないようですから、議案第３９号についての質疑を打ち切ります。 

次に日程第２１、議案第４０号についての質疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長 内海 猛年君 

ないようですから、議案第４０号についての質疑を打ち切ります。 

次に日程第２２、報告第３号についての質疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長 内海 猛年君 

ないようですから、報告第３号についての質疑を打ち切ります。 

次に日程第２３、報告第４号についての質疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長 内海 猛年君 

ないようですから、報告第４号についての質疑を打ち切ります。 

次に日程第２４、報告第５号についての質疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長 内海 猛年君 

ないようですから、報告第５号についての質疑を打ち切ります。 

以上で質疑を終わります。 

お諮りします。日程第１５、議案第３４号から日程第２１、議案第４０号までの各議案につい

ては、別紙のとおり、それぞれの委員会に審査を付託したいと思いますが、御異議ございません

か。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長 内海 猛年君 

御異議なしと認め、さよう決定いたしました。 

────────────・────・──────────── 
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○議長 内海 猛年君 

以上で、本日の議事は全て終了いたしました。 

本日は、これをもって散会いたします。お疲れさまでした。 

午前 11時 15分散会 

 


